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(57)【要約】
　本発明は、カプセル玩具に関する。カプセル玩具は、
２つの部分：カプセルの本体を形成する１つまたは複数
の構成要素を備え、かつ取り出し可能な玩具をはめ込む
ように構成されるカプセルと、本体を備え、かつカプセ
ル内にはめ込まれるように構成される玩具とを含む。玩
具の本体は、カプセルから取り出されると、カプセルの
構成要素の少なくとも１つを受け入れるように構成され
る。玩具も説明される。
【選択図】図１ａ－ｆ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カプセル玩具において、
　カプセルであって、前記カプセルの本体を形成する１つまたは複数の構成要素を備え、
かつ取り出し可能な玩具をはめ込むように構成されるカプセルと、
　本体を備え、かつ前記カプセル内にはめ込まれるように構成される玩具と
を含み、
　前記玩具が前記カプセルから取り出された後、前記玩具の前記本体が前記カプセルの少
なくとも１つの構成要素を受け入れるように構成されることを特徴とするカプセル玩具。
【請求項２】
　請求項１に記載のカプセル玩具において、前記玩具が前記カプセル内にはめ込まれると
き、前記玩具が折りたたまれた状態であり、および前記玩具が前記カプセルから取り出さ
れ、かつ前記玩具の前記本体が前記カプセルの前記少なくとも１つの構成要素を受け入れ
るとき、前記少なくとも１つの構成要素が前記玩具を形成された状態に変えることを特徴
とするカプセル玩具。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のカプセル玩具において、前記玩具が軟質玩具であることを特
徴とするカプセル玩具。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか１項に記載のカプセル玩具において、前記玩具の前記本体の少
なくとも一部が柔軟な材料から形成されることを特徴とするカプセル玩具。
【請求項５】
　請求項４に記載のカプセル玩具において、前記玩具の前記本体が柔軟な靴下から形成さ
れることを特徴とするカプセル玩具。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか１項に記載のカプセル玩具において、前記玩具の前記本体が開
口を備えることを特徴とするカプセル玩具。
【請求項７】
　請求項６に記載のカプセル玩具において、前記玩具の前記本体が前記開口を介して前記
少なくとも１つの構成要素を受け入れることを特徴とするカプセル玩具。
【請求項８】
　請求項７に記載のカプセル玩具において、前記開口が封止可能であることを特徴とする
カプセル玩具。
【請求項９】
　請求項８に記載のカプセル玩具において、前記開口がファスナによって封止可能である
ことを特徴とするカプセル玩具。
【請求項１０】
　請求項９に記載のカプセル玩具において、前記ファスナが、面ファスナ、ジッパーファ
スナ、および前記玩具の前記本体の材料の折り重なりの組から選択されるものであること
を特徴とするカプセル玩具。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０の何れか１項に記載のカプセル玩具において、前記カプセルが複数の
構成要素を備えることを特徴とするカプセル玩具。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のカプセル玩具において、前記カプセルが、構成要素の一方を他方か
ら切り離すことによって開放可能であることを特徴とするカプセル玩具。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のカプセル玩具において、前記カプセルから取り出し可能となった後
、前記カプセルが前記複数の構成要素から再形成されるように構成され、および前記玩具
が前記再形成されたカプセルを受け入れるようにさらに構成されることを特徴とするカプ
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セル玩具。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３の何れか１項に記載のカプセル玩具において、前記玩具の前記本体が
、前記玩具の外部特徴の少なくとも一部を形成するために前記カプセルの少なくとも１つ
の構成要素を受け入れるように構成されることを特徴とするカプセル玩具。
【請求項１５】
　本体を備え、かつカプセル内にはめ込まれるように構成される玩具において、前記玩具
が前記カプセルから取り出された後、前記玩具の前記本体が、前記カプセルの本体を形成
する構成要素の少なくとも１つを受け入れるように構成されることを特徴とする玩具。
【請求項１６】
　本明細書において図に関連して説明されるカプセル玩具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、玩具の分野におけるものである。より詳細には、しかし限定されるものでは
ないが、本発明はカプセル玩具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　玩具をパッケージ化するための１つの機構は、カプセルによるものである。カプセルは
、多くの場合、内部の玩具へのアクセスを提供するために使用者が開けることができる２
つの部分から形成される。
【０００３】
　カプセル玩具の利点は、蓄えることができ、自動販売機から提供できることである。こ
れらの玩具はアジアで非常に人気があり、ガシャポン、ガシャ、またはガチャとして知ら
れている。
【０００４】
　カプセル玩具の欠点は、カプセルの体積が可能な玩具の設計を制限することである。
【０００５】
　先行技術の欠点を克服するか、または少なくとも有用な代替案を提供するカプセル玩具
を提供することが本発明の目的である。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の第１の態様によると、カプセルであって、カプセルの本体を形成する１つまた
は複数の構成要素を備え、かつ取り出し可能な玩具をはめ込むように構成されるカプセル
と、本体を備え、かつカプセル内にはめ込まれるように構成される玩具とを含み、玩具が
カプセルから取り出された後、玩具の本体がカプセルの少なくとも１つの構成要素を受け
入れるように構成される、カプセル玩具が提供される。
【０００７】
　本発明の他の態様は、特許請求の範囲で説明される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　ここで、本発明の実施形態が単なる例示として添付図面を参照して説明される。
【０００９】
【図１ａ】図１ａは、本発明の実施形態によるカプセル玩具を示す。
【図１ｂ】図１ｂは、本発明の実施形態によるカプセル玩具を示す。
【図１ｃ】図１ｃは、本発明の実施形態によるカプセル玩具を示す。
【図１ｄ】図１ｄは、本発明の実施形態によるカプセル玩具を示す。
【図１ｅ】図１ｅは、本発明の実施形態によるカプセル玩具を示す。
【図１ｆ】図１ｆは、本発明の実施形態によるカプセル玩具を示す。
【図２ａ】図２ａは、本発明の代替的な実施形態によるカプセル玩具を示す。
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【図２ｂ】図２ｂは、本発明の代替的な実施形態によるカプセル玩具を示す。
【図２ｃ】図２ｃは、本発明の代替的な実施形態によるカプセル玩具を示す。
【図２ｄ】図２ｄは、本発明の代替的な実施形態によるカプセル玩具を示す。
【図２ｅ】図２ｅは、本発明の代替的な実施形態によるカプセル玩具を示す。
【図２ｆ】図２ｆは、本発明の代替的な実施形態によるカプセル玩具を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明は、玩具の本体が、カプセルから取り出されたとき、カプセルの少なくとも一部
を受け入れるように構成される、カプセル玩具を提供する。
【００１１】
　本発明者は、軟質玩具（「人形」など）がカプセル玩具としてパッケージ化されること
に適していないことを認識した。なぜなら、一般的なカプセル寸法内にはめ込まれるよう
に寸法決めされる軟質玩具があまりにも小さく、消費者によって適切に使用可能ではない
からである。
【００１２】
　本発明者は、カプセルの本体を形成する構成要素が、カプセル内にはめ込まれるように
折りたたまれた人形に形状および形態を提供するために再利用できることを発見した。
【００１３】
　図１ａ～１ｆにおいて、本発明の実施形態によるカプセル玩具が説明される。
【００１４】
　カプセル１００が図１ａに示される。カプセル１００は、２つの構成要素１０１および
１０２を備える。２つの構成要素１０１および１０２は、カプセル１００の本体を形成す
るように相互に係合する。２つの構成要素１０１および１０２は、一方の構成要素の縁が
他方の蓋を覆う張力によって相互に係合される。２つの構成要素１０１および１０２を係
合するための代替的な手段は、たとえば、一方の構成要素が他方の上に螺合されるねじり
により、１つもしくは複数の留め金により、または接着剤もしくはテープなどの追加の接
着製品により可能である。
【００１５】
　また、２つの構成要素１０１および１０２がヒンジを介して連結されてもよく、または
構成要素１０１および１０２がまったく連結されなくてもよい。
【００１６】
　代替的な実施形態において、カプセル１００は、単一の構成要素または３つ以上の構成
要素を備えてもよい。３つ以上の構成要素は、閉状態であるとき、カプセルの本体を形成
するように構成されてもよい。
【００１７】
　使用者によるカプセル１００の開封が図１ｂに示される。２つの構成要素１０１および
１０２は互いから解放され、軟質玩具１０３がカプセル１００の本体内に示される。軟質
玩具１０３は、カプセル１００の本体内にはめ込まれ得るように折りたたまれた状態であ
る。
【００１８】
　軟質玩具１０３は、織物またはシリコンなどの柔軟な材料から構成されてもよい。
【００１９】
　縫合、詰め物をした織物形状、プラスチック、および／または木製もしくは金属製要素
（たとえば、ばね）により、さらなるディテールを軟質玩具１０３の材料に加えることが
できる。
【００２０】
　玩具１０３は、ゴムまたは圧縮可能なプラスチックから作られる玩具など、人形または
別の変形可能な玩具などの軟質玩具でもよい。
【００２１】
　玩具１０３は、玩具１０３にさらなる機能を提供するために電子部品を含んでもよい。
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電子部品は、移動、光、音、および／または通信に応答して光、音、モータによる動きお
よび／または通信を発生させるように構成されてもよい。
【００２２】
　カプセル１００から完全に取り出された後の折りたたまれた軟質玩具１０３が図１ｃに
示される。
【００２３】
　図１ｄに示されるように、軟質玩具１０３は、使用者が開けることができる開口１０４
またはスリットを含む。軟質玩具１０３は、靴下の開口１０４がカプセル１００を受け入
れることができるような柔軟な靴下として形成されてもよい。代替的な実施形態において
、軟質玩具１０３は、面ファスナ、ジッパーなどのファスナ手段によって結合できる２つ
以上の部分から形成されてもよく、それにより、軟質玩具１０３は、カプセル１００の全
部または一部を囲むように結合することができる。
【００２４】
　カプセル１００は、２つの構成要素１０１および１０２から再形成して、図１ｅに示さ
れるように軟質玩具１０３の開口１０４に押し込むことができる。
【００２５】
　軟質玩具１０３は、カプセル１００が完全に軟質玩具１０３の本体内にあり、開口１０
４が封止された図１ｆに示される。開口１０４は、軟質玩具の材料の折り重ね、面ファス
ナ、またはジッパーなどのファスナによって封止されてもよい。
【００２６】
　カプセル１００が軟質玩具１０３を形づくり、軟質玩具１０３が折りたたまれた状態か
ら形成された状態に変わったことが分かる。
【００２７】
　代替的な実施形態において、玩具１０３の本体は、カプセル１００が玩具１０３の外部
特徴の一部を形成するようにカプセル１００を受け入れる。
【００２８】
　図に示されるカプセルの形状は単なる例示であり、他のカプセル形状が使用されてもよ
いことが理解されるであろう。
【００２９】
　図２ａ～２ｆにおいて、本発明の代替的な実施形態によるカプセル玩具が説明される。
【００３０】
　カプセル２００が図２ａに示される。カプセル２００は、２つの構成要素２０１および
２０２を備え、２つの構成要素２０１および２０２は、図１ａに関して説明されるように
、カプセル２００の本体を形成するように相互に係合する。
【００３１】
　使用者によるカプセル２００の開封が図２ｂに示される。２つの構成要素２０１および
２０２は互いから解放され、軟質玩具２０３がカプセル２００の本体内に示される。
【００３２】
　カプセル２００から完全に取り出された後の折りたたまれた軟質玩具２０３が図２ｃに
示される。
【００３３】
　図２ｄに示されるように、軟質玩具２０３は、使用者が開けることができる開口２０４
またはスリットを含む。軟質玩具２０３は、靴下の開口２０４が構成要素のうちの１つ２
０１または２０２を受け入れることができるような柔軟な靴下として形成されてもよい。
【００３４】
　カプセル２００の構成要素のうちの１つ（本例では、２０１）は、図２ｅに示されるよ
うに軟質玩具２０３の開口２０４に押し込まれる。
【００３５】
　軟質玩具２０３は、カプセル２００の構成要素２０１が完全に軟質玩具２０３の本体内
にあり、開口２０４が封止された図２ｆに示される。
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【００３６】
　本実施形態において、それは、軟質玩具２０３を形づくり、折りたたまれた状態から形
成された状態に変えるカプセル２００の１つの構成要素２０１または２０２であることが
分かる。
【００３７】
　図１ａ～１ｆのカプセル玩具に関して説明された特徴は、図２ａ～２ｆのカプセル玩具
にも適用可能であり得ることが理解されるであろう。
【００３８】
　本発明のいくつかの実施形態の潜在的な利点は、カプセルより大きい玩具をカプセルに
よる方法によって提供でき（たとえば、使用可能な軟質玩具を標準寸法のカプセル玩具と
して提供でき）、カプセルの一部が玩具に形態を提供するために再利用され、それにより
廃棄物が削減されることである。
【００３９】
　本発明がその実施形態の説明によって示され、実施形態がかなり詳細に説明されたが、
添付の特許請求の範囲をそのような詳細に限定することも、またはいかなる意味において
も制限することを本出願人は意図しない。さらなる利点および修正形態は当業者に容易に
明らかとなる。そのため、そのより広い態様における本発明は、特定の詳細、代表的な機
器および方法、ならびに示され説明された例示的な実施例に限定されない。したがって、
本出願人の一般的発明概念の趣旨または範囲から逸脱しない範囲でそのような詳細から逸
脱してもよい。

【図１ａ－ｆ】 【図２ａ－ｆ】
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【国際調査報告】
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